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近代遺跡及び近代建造物の保護に関する施策の準備状況について 

                               2009.10.15    文化財課 
 
 
１ 「横浜市の近代遺跡及び近代建造物の保護に関する要綱（案）」の検討 

  去る５月 21 日の本年度第１回文化財保護審議会で協議し、その後事務局（文化財課）で、関

係の文化財保護審議会委員や庁内の意見を踏まえて検討を加え、最終案（別紙１）をまとめた。 
 (1) 主な修正点（別紙１の下線箇所） 
  ○ 第１条について、要綱制定の目的を簡潔に表記した。なお、制定の背景は、検討経過とあ

わせ要綱制定の方針伺い文書に記録する。 
  ○ 第２条の近代遺跡と近代建造物の境界が不明であるとの指摘については、遺跡は地下等に

埋蔵された遺構とそれに伴う遺物が一体となって歴史の痕跡を留めているものという捉え

方から、「歴史的遺構」を「土地に埋蔵されている遺構や遺物」に修正した。 
  ○ 第３条の(4)「教育長が特に必要と認めるもの」は、特に具体的事例や事態を想定している

訳でなく、選定は専ら学術的基準に基づくべきものであることから、(4)を削除した。 
  ○ 第５条中の「歴史を生かしたまちづくり要綱」は、歴史的景観を活用した街づくりの上で

景観上貴重な建造物を認定・登録するものであり、文化財保護を趣旨とする保護法や県・市

条例と区別した。この点に関連して、第３条（２）の「都市景観上のモニュメント」を「都

市形成上のモニュメント」に訂正した。 
  ○ 要綱の実施について審議会の関わり（例えば教育委員会又は教育長への助言など）を示し

た方が良いのではとの指摘については、本要綱が文化財保護法や横浜市文化財保護条例に基

づくものであり、要綱の運用や近代遺産や近代建造物の文化財への指定・登録等にあたって

も、近代以前の文化財に対すると同様な関わりが想定されるため、特段、本要綱で特記する

必要はないと判断した。 
  ○ この他、読点や表現を一部改めた。 
 (2) 要綱制定による効果 
  ○ 本要綱の制定と実施により、市民の近代の文化財保護に対する理解を深めることができる。 
  ○ 近代遺跡を文化財保護法に定める「周知の埋蔵文化財包蔵地」と位置付けることにより、

開発事業者に、事前協議や試掘確認調査、発掘調査、調査報告書作成等を求めることが可能

となる。 
  ○ 本要綱の実施にあたり、近代遺跡の試掘確認調査及び解体に直面した近代建造物の緊急調

査に要する経費の一部を市が負担することにより、具体的な保護措置が可能となる（平成

22 年度からの事業化を検討中）。 
 
 
２ 近代遺跡及び近代建造物の台帳・分布図作成 

各種調査報告書や歴史資料に基づき、保護対象とすべき近代遺跡及び近代建造物のリストアッ

プ、現況確認、選定等を行い、近代遺跡台帳及び遺跡分布図、近代建造物台帳の作成作業を進め

ている。そのうち近代遺跡分布図については、来年度に刊行する予定である。 
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(1) 「近代遺跡リスト（案）」（別紙２）について 
 ○ 遺跡は、要綱（案）第３条の選定基準に従い、これまでの発掘調査等により遺構や遺物が

確認されたもの、或いは各種歴史資料により地下に遺構の存在が想定されるもので、これま

で掘削を伴う大規模開発が行われていないものを選択した。 
 ○ 今後、調査や掘削等によって遺構が確認された場合には、順次増補していく。 
 

  (2) 近代遺跡分布図について 
  ○ 体裁は現行の『横浜市文化財地図』に準じ、Ａ３版の横長冊子、本文は区毎に分割した

1/10,000 地形図上に範囲を示した遺跡分布地図とその対照表を見開きとする。 
  ○ 平成 21 年度に原稿を作成し、22 年度当初印刷に付し、要綱施行とともに刊行する。 
 (3) 近代遺跡及び近代建造物台帳 
  ○ 台帳は、近代遺跡台帳と近代建造物台帳を個別に作成する。 
  ○ 台帳には、遺跡毎に、調査票（名称や所在地、年代、立地、規模、概要、保存状態、文献

等を記録）、範囲図（1/2,500 地形図)、歴史資料（地形図、文献記録、写真、絵葉書など）、

参考資料（調査報告、関連図書など）を整備する。 
    
 
３ 今後の予定スケジュール 

 (1) 要綱 
    H21.11.   制定手続き（方針伺い、教育委員会報告など） 
    H22. 6.   施行 
 (2) 近代遺跡分布図等 
    H22. 3.   分布図の原稿作成及び台帳の整備 
    H22. 4.    分布図の印刷 
    H22. 6.    分布図の刊行 
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別紙１ 

    横浜市の近代遺跡及び近代建造物の保護に関する要綱（案） 

                       
 制定 平成 21 年 月 日 教文財第 号 

 
 
（目的） 
第１条 この要綱は、横浜の近代の歴史を理解する上で特に重要な遺跡及び建造物を

保護し将来に伝えるため、対象となる遺跡や建造物、その選定基準や取扱い等につ

いての基本的な事項を定める。 
 
（適用対象） 
第２条 この要綱を適用する対象は、次の各号に定める。 

(1) 近代遺跡 
    概ね幕末開港期から第二次世界大戦終結頃まで、横浜の政治・経済・社会・文

化などの分野で歴史上及び学術上特に重要な、市内の土地に埋蔵されている遺

構や遺物などをいう。 
(2) 近代建造物 

    概ね幕末開港期から第二次世界大戦後、おおよそ高度経済成長期頃まで、横浜

の歴史上及び学術上特に重要な市内の建築物、土木構造物及びこれらと一体的に

価値を形成している什器や設備、図書などをいう。 
 
（対象の選定基準） 
第３条 前条に定める対象は、次の選定基準による。 

(1) 横浜の歴史及び都市形成を特徴づけるもの 
 (2) 横浜の歴史上の記念物、又は都市形成上のモニュメントとなるもの 
 (3) 技術的、又は学術的に優れ、他に影響を与えたもの 
  
（近代遺跡の保護） 
第４条 近代遺跡は、所有者又は占有者の理解と同意を得て文化財保護法（昭和 25 年

法律第 214 号。以下「保護法」という）、神奈川県文化財保護条例（昭和 30 年 4 月

条例第 13 号。以下「県条例」という）及び横浜市文化財保護条例（昭和 62 年 12
月横浜市条例第 53 号。以下「市条例」という）に定める文化財に指定又は登録し、

或いは保護法に定める「周知の埋蔵文化財包蔵地」（以下「埋蔵文化財包蔵地」とい

う）として取り扱うことにより保護を図る。 
   ２ 前項の埋蔵文化財包蔵地は、別冊の『横浜の近代遺跡分布図』に明示する。 
    ３ 教育長は、埋蔵文化財包蔵地について、土地の所有者又は占有者その他市民に
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周知するため必要な措置を講ずる。 
 （近代建造物の保護） 

第５条 近代建造物は、所有者の理解と同意を得て、保護法、県条例及び市条例に定

める文化財に指定又は登録することにより保護を図る。また、本市の「歴史を生か

したまちづくり要綱」による歴史的建造物に認定又は登録することにより、歴史的

景観の面から保全活用の推進を図る。 
 

 （記録保存） 
  第６条 教育長は、前条による近代建造物の保護措置が出来ない場合、所有者の理解

と協力を得て、予算の範囲内で記録保存のための調査を行う。 
  
 （所在等調査） 
  第７条 教育長は、所有者又は占有者の理解と協力を得て、予算の範囲内で近代遺跡

及び近代建造物の所在又は現況調査を行う。 
    
 （助言、広報等） 
  第８条 教育長は、近代遺跡及び近代建造物の指定又は登録、その保存や現状変更行

為等について所有者又は占有者に助言する。 
２ 教育長は、近代遺跡及び近代建造物の保護のために必要な普及啓発事業を行う。 

 
 
 
 
  附則 
 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年 月 日から施行する。 
 
  



29



30



遺
跡

名
称

所
在

地
地

目
立

地
時

代
・
時

期
選

定
基

準
(要

綱
第

３
条

)
文

献
（
典

拠
）

1
ジ

ェ
ラ

ー
ル

工
場

跡
中

区
山

手
町

7
7

公
園

、
宅

地
傾

斜
地

明
治

１
，

３
発

掘
報

告
、

地
形

図

2
横

浜
外

国
人

墓
地

中
区

山
手

町
9
1
～

9
5
 

墓
地

傾
斜

地
幕

末
～

１
，

２
ジ

ャ
パ

ン
・
デ

ィ
レ

ク
ト

リ
ー

3
ア

メ
リ

カ
海

軍
病

院
跡

中
区

山
手

町
9
9

官
有

地
台

地
上

明
治

・
大

正
1

ジ
ャ

パ
ン

・
デ

ィ
レ

ク
ト

リ
ー

、
地

形
図

、
発

掘
報

告

4
イ

ギ
リ

ス
海

軍
病

院
跡

中
区

山
手

町
1
1
5

公
園

台
地

上
明

治
・
大

正
1

ジ
ャ

パ
ン

・
デ

ィ
レ

ク
ト

リ
ー

、
地

形
図

、
発

掘
報

告
、

絵
葉

書

5
フ

ラ
ン

ス
領

事
館

・
領

事
官

邸
跡

中
区

山
手

町
1
8
5
,1

8
6

公
園

台
地

上
、

傾
斜

地
明

治
・
大

正
1

ジ
ャ

パ
ン

・
デ

ィ
レ

ク
ト

リ
ー

、
地

形
図

、
発

掘
報

告

8
山

手
公

園
中

区
山

手
町

2
3
0

公
園

台
地

上
、

傾
斜

地
明

治
～

1
ジ

ャ
パ

ン
・
デ

ィ
レ

ク
ト

リ
ー

6
横

浜
ゲ

ー
テ

座
跡

中
区

山
手

町
2
5
4
ほ

か
博

物
館

、
駐

車
場

台
地

上
明

治
・
大

正
1

デ
ィ

レ
ク

ト
リ

ー
、

地
形

図
、

発
掘

報
告

7
山

手
８

０
番

館
跡

中
区

元
町

1
-
7
7

公
園

台
地

上
明

治
・
大

正
1

発
掘

報
告

9
山

手
の

ビ
ー

ル
工

場
跡

中
区

諏
訪

町
ほ

か
学

校
、

宅
地

台
地

上
、

傾
斜

地
明

治
・
大

正
１

，
３

ジ
ャ

パ
ン

・
デ

ィ
レ

ク
ト

リ
ー

、
地

形
図

、
発

掘
報

告

1
0

地
蔵

王
廟

中
区

大
芝

台
７

墓
地

台
地

上
明

治
～

1
地

形
図

、
調

査
調

査

別
紙

２
　

　
　

　
　

　
近

代
遺

跡
リ

ス
ト

（
案

）

【
遺

跡
リ

ス
ト

の
考

え
方

】

遺
跡

リ
ス

ト
は

、
要

綱
(案

)第
３

条
の

選
定

基
準

に
従

い
、

次
の

①
と

②
の

中
か

ら
選

択
し

た
。

今
後

の
調

査
結

果
に

よ
り

、
順

次
増

補
し

て
い

く
。

　
①

こ
れ

ま
で

の
発

掘
調

査
等

で
遺

構
や

遺
物

が
確

認
さ

れ
た

遺
跡

　
②

各
種

歴
史

資
料

に
よ

っ
て

地
下

に
遺

構
の

存
在

が
想

定
さ

れ
、

大
規

模
な

土
地

開
発

が
行

な
わ

れ
て

い
な

い
遺

跡

【
山

手
地

区
】

31



1
山

下
居

留
地

遺
跡

山
下

町
5
4
ほ

か
宅

地
砂

州
上

近
世

～
近

代
1

発
掘

、
調

査
報

告

2
清

国
領

事
館

跡
山

下
町

1
3
5

公
園

砂
州

上
明

治
・
大

正
1

ジ
ャ

パ
ン

・
デ

ィ
レ

ク
ト

リ
ー

、
発

掘
報

告
、

3
フ

ラ
ン

ス
波

止
場

跡
山

下
町

公
園

震
災

後
埋

立
明

治
・
大

正
1

ク
リ

ペ
作

成
地

図
、

地
形

図
、

発
掘

報
告

4
神

奈
川

運
上

所
跡

中
区

日
本

大
通

１
県

庁
砂

州
上

明
治

・
大

正
1

地
形

図
、

写
真

5
横

浜
居

留
地

下
水

道
跡

中
区

日
本

大
通

公
園

砂
州

上
明

治
・
大

正
１

，
３

発
掘

報
告

6
旧

灯
台

寮
試

験
灯

台
等

官
有

施
設

跡
中

区
北

仲
通

5
,6

丁
目

駐
車

場
、

官
庁

砂
州

上
（
幕

末
埋

立
）

明
治

・
大

正
１

，
３

地
形

図
、

発
掘

報
告

7
新

港
埠

頭
旧

税
関

事
務

所
跡

中
区

新
港

町
１

丁
目

公
園

砂
州

上
（
明

治
末

埋
立

）
明

治
・
大

正
1

設
計

図
面

、
発

掘
報

告

8
旧

横
浜

税
関

及
び

象
の

鼻
跡

中
区

海
岸

通
1

公
園

砂
州

上
（
幕

末
埋

立
）

明
治

・
大

正
１

、
２

地
形

図
、

写
真

9
横

浜
町

会
所

跡
中

区
本

町
1
-
6

公
会

堂
砂

州
上

明
治

～
１

、
２

地
形

図
、

調
査

報
告

1
横

浜
瓦

斯
会

社
跡

中
区

花
咲

町
3
-
8
6
-
1

学
校

砂
州

上
明

治
・
大

正
１

，
３

地
形

図
、

発
掘

報
告

、
写

真

2
根

岸
競

馬
場

跡
中

区
根

岸
台

公
園

台
地

上
明

治
～

１
，

２
地

形
図

、
馬

見
所

設
計

図
面

、
写

真

3
第

二
代

目
横

浜
駅

跡
西

区
高

島
町

2
-
1
-
1

宅
地

明
治

初
埋

立
大

正
1

発
掘

報
告

 

4
神

奈
川

台
場

跡
神

奈
川

区
神

奈
川

1
-
3
-
1

鉄
道

用
地

幕
末

埋
立

幕
末

・
明

治
1

発
掘

・
調

査
報

告

【
関

内
地

区
】

【
そ

の
他

の
地

区
】

32








